
一

（
財
政
金
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委
員
会
）

関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
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五
九
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
内
外
の
情
勢
を
踏
ま
え
、
関
税
制
度
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主

な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
国
際
関
係
の
緊
急
時
に
特
定
の
国
を
原
産
地
と
す
る
物
品
に
課
す
る
関
税
率
の
規
定
の
整
備

国
際
関
係
の
緊
急
時
に
お
い
て
、
世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
附
属
書
一
Ａ
の
千
九
百
九
十
四
年
の
関

税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
に
よ
る
関
税
に
つ
い
て
の
便
益
を
与
え
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
き
は
、
特
定
の
国
を
原

産
地
と
す
る
物
品
で
、
特
定
の
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
課
す
る
関
税
率
は
、
基
本
税
率
（
暫
定
税
率
の
適
用
が
あ
る

と
き
は
暫
定
税
率
）
と
す
る
。

二
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。


